
  
－ごみ減量・リサイクルの輪を広げよう！！－ 
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 リユースのススメ 

冬から春に。そろそろ暖かくなる 3 月から 4 月は、ご家庭でも部屋の整理や模様替え等で、ご

みの排出が多くなる季節かと思います。また、お子さんの進学や卒業で、これまで使っていたもの

が使われなくなったりする場合もあるのではないでしょうか？ 

「新品のまま使っていない！」、「まだ使えるのにもったいないなぁ～」・・・・ 

そんな時は、町の「リサイクル情報板」（次ページ参照）を活用してリユースしてみませんか？ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ごみ減量のひと工夫 

町が推進するごみの減量、４つのキーワード 

★Reduce(リデュース)ごみの発生抑制 
★Reuse（リユース）再使用 
★Recycle(リサイクル)再資源化 
★Refuse(リフューズ)必要のないものは断る 

 

 ◎買い物時はマイバックを持参する！ ◎過剰包装はさける！ 

 ◎容器は再使用できる物を選ぶ！ ◎長く使用できるものを選ぶ！ 

 ◎資源やエネルギーを浪費しないものを選ぶ！  などの実践 
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町の「リサイクル情報板」 

 ご家庭にある不用品を有効に活用していただ 

くため「譲りたい」品物、「譲ってほしい」品物 

を取りまとめその情報を掲示しています。 

 この情報板は、役場本庁、吉川支所、西公民館、 

中央公民館の４か所に設置し、随時、情報の更新  

を行っています。 

 また、町のホームページ（http://www.town. 

toyono. osaka.jp）にも詳しく掲載していますの 

で、ご覧ください。 

 

 国崎クリーンセンター「ゆめほたる」のかえっこシステム 

 町のごみ処理やリサイクルを行っている国崎クリーンセンターの啓発施設「環境

楽習館ゆめほたる」では、使わなくなったベビー用品をポイントを使って交換する

「ベビー用品リユースシステム（かえっこシステム）」を実施しています。 

 使わなくなったベビー用品を「ゆめほたる」に提供していただくと、他の提供さ

れたベビー用品と交換可能なポイントを発行するもので、リユースすることにより

資源の有効利用とごみの減量を目指すシステムです。 

 ○参加資格 

川西市、猪名川町、能勢町、豊能町に在住、在勤・通学の方 

 ○ポイント交換場所 

国崎クリーンセンターゆめほたる受付 

 ○提供品展示場所  

国崎クリーンセンターゆめほたる学習ロビー 

 ○持込み・交換可能時間 

開館日の９時～１６時 

 ○対象ベビー用品 

ベビーベット、チャイルドシート、ベビーカー、  

ベビーバス、ベビースケール、ベビーラック等  

（明らかに再利用できない品物は引き取りできません） 
 ○問合せ先 

   国崎クリーンセンターゆめほたる 

    兵庫県川西市国崎字小路13番地 

TEL７３５－７２８２ 



 なお、提供品が無い場合は、エコアクションの実践に関するアンケートに答える

ことで、該当項目に対してポイントが付与されます。ベビー用品の提供やアンケー

トでポイントをためて、「ベビー用品リユースシステム（かえっこシステム）」をご

活用ください。 

アンケートの記入項目  

  例   マイバック・風呂敷の活用 

      生ごみの水きりの徹底      

      環境への負担が少ない商品の購入 

      照明をこまめに消す         等 

                 （アンケートの詳細は、上記、国崎クリーンセンターまで） 

 

  リユース出来ない場合は 

町のリサイクル情報板、国崎クリーンセンターゆめほたるのベビー用品交換シス

テムは、リユースに取り組むことによってごみの減量を図るものです。でも、リユ

ースが出来ない場合は、粗大ごみと 

して処分していただきますようお願   【町内の粗大ごみ処理券取扱所一覧】 

いいたします。 

 なお、粗大ごみで処分する場合は、 

環境課へ事前に電話で申し込みくだ

さい。 

★予約制 ℡736-1190 

★有料「粗大ごみ処理券」が必要 

 

 

 

 

セブンイレブン
豊能町ときわ台店

ときわ台4丁目17番地16 738-8081

環境課（吉川支所２階）東ときわ台1丁目2番地の3 736-1190

ふれあい文化センター 野間口322番地の2 739-0370

建設課（本庁３階）

北摂興業（株 高山478番地の5 739-0178

西田酒店（ﾔﾏｻﾞｷｼｮｯﾌﾟ） 希望ヶ丘5丁目2番地の6 739-1836

余野414番地の1 739-3423

やなぎ酒販 希望ヶ丘6丁目1番地の3 739-2345

中西商店 余野172番地の5 739-0840

大西洋品店 余野172番地の10 739-0005

株）北摂建材 木代1313番地の1 739-1770

株)西脇工業所 光風台3丁目20番地の8 738-1180

コープ新光風台店 新光風台2丁目18番地の5 738-5901

津乃国屋 吉川143番地の3 738-0190

阪急オアシス
ときわ台店

東ときわ台3丁目1番地の2 738-2962

株）トヨノ興産 ときわ台4丁目17番地の9 738-0763

デイリーカナート
イズミヤ光風台店

光風台2丁目11番地の2 738-2801

取扱所名称 取扱所所在地 電話番号

生活クラブ生活協同組
合大阪希望ヶ丘店

希望ヶ丘6丁目13番地の7 739-2735

ヤマザキ電器商会 余野794番地の1 739-0737



★犬を飼ってる皆様へ★ 

犬が家族の一員として飼育されるようになる一方、不適切な飼育により、近隣の生活環境汚染などの迷惑問題

も多く発生しています。飼い主は、犬を飼うにあたり、近隣へ迷惑がかからないよう配慮することが必要です。

また、飼い主は、飼い犬に対して、人間社会の中で共に生活するためのルールを教えることが必要です。既に犬

を飼っている方も、これから犬を飼おうとしている方も、次のことに注意して犬を飼って下さい。 

愛犬と過ごすための大切なルール 

 ●周囲に迷惑をかけない 

   犬の糞や鳴き声、においなどの苦情が多くあります。犬が苦手な方がたくさんいます。周りの人に

迷惑を及ぼすことのないよう正しく犬を飼いましょう。また、散歩等で外に出かけるときは必ずリー

ドをつけ、公園等で放したりしないようにしましょう 

  

 ●糞の放置はしない 

   散歩中の糞は、自宅に持ち帰って捨てましょう。 

 

 ●しつけをする 

   愛犬との信頼関係を築くために、叱るだけでなく、ほめてしつけましょう。 

 

 愛犬は大切な家族の一員です。近隣に迷惑をかけないようルールを守って、最後まで責任を持っ

て一緒に暮らしていきましょう。 

 

 

しない、させない、許さない！ 
 

＜廃棄物の不法投棄は法律で禁止されています＞ 

不法投棄は犯罪です!!（罰則：５年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科） 

不法投棄防止パトロールを実施中です。みんなで美しい街をつくりましょう。 

 

＜廃棄物の野焼きは法律で禁止されています＞ 

罰則（５年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科）の対象となっています。 

但し、例外はありますが、野焼きは処理基準を遵守しない焼却として、生活環境保全上の観点から

改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導を行う場合があります。簡易焼却についても同様に

みなされます。 

 

 

 

  


